
議案第５号 

 

   あきる野市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  平成３１年２月２０日 

 

提出者  あきる野市長 澤 井 敏 和      

 

提案理由 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）の一部改正により、規定を整備する必要がある。 

 

   あきる野市手数料条例の一部を改正する条例 

 あきる野市手数料条例（平成１２年あきる野市条例第３号）の一部を次のように改正する。  

 別表中３８の項を４０の項とし、３７の項を３９の項とし、３６の項の次に次のように加

える。 

３７ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）又

は森林法施行令（昭和２６年政令第２７６ 

号）に基づく林地台帳に記載された事項の閲

覧又は交付 

１筆につき ４５０円 

 

 

 

３８ 森林法に基づく森林の土地に関する地図

の閲覧又は交付 

１枚につき ４５０円 

 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 


